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「国民健康保険における納付金及び標準保険料率の算定方法について（ガイ

ドライン）」の改定について 

 

 

今般、平成 31年度以降の国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率の算定

に向けて、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令（昭和 34年政令第

41 号）及び国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金及び

標準保険料率に関する省令(平成 29年厚生労働省令第 111号)に準拠し、「国民

健康保険における納付金及び標準保険料率の算定方法について（ガイドライン）」

を別添１のとおり改定したので、別添２の参考資料と併せて参考とし、貴都道

府県内における平成 31年度の国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率の算

定に取り組まれたい。 


